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2013年度大阪大学歴史教育研究会院生グループ報告（2)

f国語J形成の比較史

一一スペインと中閣を事例に

郭漠箪・蒲谷和敏・高陪萌・松村悠也・山田耕一郎

はじめに

私たちは、日常的に f国語j としづ言葉を無意識に使用している。しかし、麗史的に見

ると f国語」は、決して自明のもので、はなかった。試みに『歴史学事典』に記載された田

中克彦氏の「国語j に関する説明を見てみよう l0 

フランスには、フランス語以外に 6つほどの言語がある、しかし国民公会は法令を

出して、公務員はフランス語以外の言語や方言をもって文書を作成することを禁じた。

〔中略〕そしてフランス語を「国（民）語」と呼んだのである。ここで言語と盟家と

が強聞に結びつけられ、歴史上はじめて「閤語」という用語が現れた

すなわち、「国語j とは、フランス革命の際に初めて登場した言葉だ、ったのである。本稿

では、上記の解説を踏まえ、「国語j を「ある国家における唯一の正当性を持つ言葉j と定

義しておきたい。 多くの国家が、国民自家形成時に、 lつの言語を「国語」とし、そ

れ以外の言語に対する排他性・優越性を保証した。そして、上述の「菌語J観は、高等学

校のt止界史教科書で、も基本的に踏襲されており、 f閤言苦」形成のモテ、ルケ一スとしてフラン

スが取り上げられることが多しJ

一方、歴史学の分野において、如上の「国語」概念は、国民国家論から批判されてきた。

これらの議論は、「想像の共同体」である「国民間家Jの虚偽性を暴くことを課題とし、多

くの成果を挙げてきたと「国民国家j を支えるイデオロギー装置としての f国語j は、「一

国家口一言語」としづ幻想を支えるものとして、そのイデオロギー性が暴露されたのであ

る。

本報告も、近代菌民国家によって作り出された「国語」を批判する由民国家論を基本的

に継承している。ただし、閣民国家論を援用するにあたって、従来それほど留意されてい

なかったと思われる「盟民国家」のモジュール性（模倣性）に注目したい。アンダーソン

1 問中〔2008〕、 232頁

2例として、尾形ほか［2013］、 272

3代表的な研究として、アンダーソン〔2007］が挙げられよう。
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が、「国民国家」形成をヨーロッパで、はなく、東南アジアなどを事例として考察したことか

ら推測されるように、「国民国家」は、多くの国に模倣され、移植される装置なのである。

しかし、模倣された「国民国家Jは、それぞれの閣の歴史的な重層性に影響され、異なる

「国民国家Jを形成したと考えられる。であるとするならば、「国語J形成に関しでも、モ

デルケースとされる「フランスJとは異なる「国語」形成の過程があったはずである。そ

れぞれの国の特徴を踏まえて「国語」の形成過程を丹念に描き出すことが求められている。

上記の作業を通して これまで注目されていなかった「菌語」の特徴が明らかになるだろ

フ。

以上の問題意識から、本報告では、「国語j形成の問題を、国民臣家形成期以前の状況と

臨民国家形成期以降の状況とを分けて検討する。そして、由民国家形成以前の言語状況が、

ある盟の「国語j形成をどのように規定したのか（もしくはしなかったのか）を考察して

みたい。考察対象は、フランスと開じ西欧に属し、国家が選択した優越的言語を持ちなが

らも、国民国家の形成という点ではフランスと同じ経過をたどったわけで、はないスペイン

と、西欧諸国とは異なる言語状況を背景に持ちつつ、近代になってから西欧モヂノレに倣う

形で「罷語J形成を目指した中国（清・中華民国）の事例を取り上げて論じる。両国はフ

ランスと異なり、現荘に至っても、多言語状況が残っている点で、フランスと異なる「国

語」形成過程を辿ったと考えられ、分析対象としては最適であろう。

以上を通してそれぞれの国家の「冨語」形成の特徴を考察し、「国家Jとは何かについて

の手がかりをつかむことが本稿の課題である。

第 l章 「国民国家」形成以前の言葉と患家

第 l節 スペインにおける俗語の関家語化

本節の課題は、留民国家形成以前のスペインにおける、国語ないし国家語4の形成につい

て見ることにある。

中tit西欧においては、ラテン語が公式言語とされていた。これに対し、口語としては地

域ごとに分化して次第に成立していった「俗語5Jが存在していたが、当初は公的な地位を

有していなかった。しかし、以下で取り上げるスペインも含め、現代の西欧諸国において

関語ないし国家語の地位を得ているのは、これら俗語である。そこで、 1・2項では、いか

にして俗語の盟家語化が始まったのか、この点において先行していた中世末期のスペイン

4後述の通り、本節の主旨は国民国家成立を前提としない国家とことばの関係があったことを示すことに

あるが、「盟諸Jという語は、狭義には、由民国家における由民の言語というニュアンスを含んでしまう。

そこで、以下では、主権国家の統治のためにある程度の排他性をもって使用される言語のことを「国家語j

と呼ぶこととしたい。

5 ここでいう「俗語Jは、ある言語の中に含まれる（卑語・隠語のような）特定の語設を指すのではなく、

1つのまとまりをもった言言語全体を指すものである。問中［1978］、 15・16頁参照。
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について見る。

これとともに、俗語の公式な書き言葉化という点において先行していたスペインにおい

て、何故、近世の言語の標準化の進行がフランスなど他の西欧諸国に比して緩やかで、あっ

たのかも問題となる。この問題を考えるにあたり、 3項において近世スペインの王権のあり

方に注目し、領域的統一と言語政策について考察する。

なお、本稿では主にカスティリャ語を取り上げるが、これは現代においてスペイン語と

呼ばれているものと同じ言語であると考えて差し支えない。

(1）俗語の地位向上

当初は公的な地位になかった俗語であるが、 13世紀の後半頃から、その地位が向上して

いく様子が認められる。

この点で 1つの画期となるのは、 14世紀初頭に著されたダンテの『俗語論』であろう。

『俗語論Jは、俗語に高い価値を認める、いわば俗語礼賛論である。田中克彦は、ネブリ

ハ（のちに詳述）が「なぜラテン語ではなく俗語なのかJということについてとくに議論

をしていないのは、ダンテが俗語の主張に理論的根拠を与えていたからだとする60 すなわ

ち、俗語が菌家語になる上で要求される理論的な前提条件は 14世紀のダンテによって作ら

れた、ということである。

理論的前提を作ったのがダンテであるとすれば、実際上の前提を作ったのは、カスティ

リャ語については、 13世紀のカスティリャ国王アノレフォンソ 10世である。彼は、七部法典

と呼ばれる法典の編纂においてカスティジャ語を用い、カスティリャ語を完全に公用語化

したとされる7。その背景には、様々な思想、・理念があったと思われるが、本稿では、 3宗

教の併存状態に着目したい。 13世紀のカスティジャ王国には、多数派であるキリスト教徒

に加え、ユダヤ教徒、ムスリムが存在した。これら 3宗教の信徒たちが共通に理解でき、

同一の価値を置くことができる昔話は、ラテン語ではなくカスティリャ語である。したが

って、カスティリャ社会を 3宗教からなる社会として捉えたとき、カスティリャ諾は、そ

の社会を統治する上で、の重要なツールとなる。アルフォンソ 10世がカスティリャ語を公用

語化したのは、このことを認識したからであるということができようと

このようにして、 13世紀から 14世紀にかけて、俗語が国家語となる上での理論的前提と、

俗語の閤家語化の実際上の萌芽が表れてきた。

(2）俗語文法の「発見J

俗語の盟家語化は、 1492年、ネブザハによって『カスティリャ語文法Jが執筆されたこ

とにより決定的となった。間蓄は、西ヨーロッパ初の搭語文法書で、ある。問書以前、文法

といえば、それはラテン語文法を指した90 しかし、

6 問中［1978］、 13

7瀧本〔1991〕、 64

よって、俗語にも文法がある（文

8 3宗教の併存と七部法典・カスティリャ語の関係について、瀧本［1991］、 69-70真も参照、0

9 問中［1978］、 3頁。
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法を想定することができる）ことが示されたのである。俗語が日常の話 にとどまっ

ている限り文法書は必要ない。『カスティリャ語文法』が執筆されたのは、カスティリャ

に単なる日常の話し言葉以上の役割を与えようとする意思があったものと推謝される。以

下、この点について詳述したい。

まず、『カスティリャ語文法Jが執筆された意義について述べる。 lつ自には、カスティ

リャ諾が「正しく書けるJ言語になったというところに意義があると考えられる。文法の

ない俗語は、流動性を持つ。しかし、俗語文法が作られたことによって、「文法的に正ししリ

俗語とそうでない俗語を区別することが可能になり、流動性を（書き言葉としては）排除

できるようになるのである。『カスティリャ語文法』には、カスティリャ諾の正書法に関す

る記述が含まれている10が、これもまさにカスティリャ語が「正しく書けるJ雷語になる

で意義を持つものであろう。

カスティリャ語を「正しく書ける」言語としたことは、アノレフォンソ 10世以来続く、カ

スティジャ語の公用語としての地位をさらに確聞たるものとする上で、意味を持ったと考え

られる。正しい書き方が存在するか否かで、公的な言語としての使用価値は異なってくる

からである。さらに言うと、関本信照が指摘するようにII、教会の権威にその価値を罷くラ

テン語を離れ、あえてカスティリャ諾を使うということは、王権をl：質点とする国家形態の

確立という点でも意味を有する。教皇権から自立した世俗権力（王権）による国家統治と

いう理念が表れているといえよう。

『カスティリャ語文法』が書かれた 2つ自の意義は、カスティリャ語が「正しく学べる」

言語になったことである。『カスティリャ語文法』第 5巻12は、「異国語話者のための入門の

巻」と題されていて、カスティリャ語の入門教科書としての機能を有している。問書は、

時常カスティリャ語を話している人々だけでなく、アメリカ大陸や北アフリカの人々、ま

たイベリア 内の少数言語話者（カタノレーニヤ人13やアラブ人14など）にカスティリヤ

を教えるために書かれたという側面があるのである 150

第2の点との関係では、 Fカスティリャ語文法』序文の記述が興味深い。

「女王陛下が、そのご統治下に、多数の具民族や言語を異にする閤々を従えられたと

き、戦に敗れたそれらの民族、国々が、勝者が敗者に課す法律を受け入れ、これと共

に我らが言語をも受け入れる必要に迫られるとき、そのときこそ、この彼〔ネブリノ＼〕

の著しましたる『技法Jによって、それらの被征服者たちは、我々の言語を習得でき

10第 1巻。ネブリハ〔1996〕、 8頁以下。
I l岡本［2011J、印刷19

12ネブリハ［1996］、 160頁以下。
13カタルーニャ地方は！日来アラゴン連合王国に含まれていたが、 1479年のフェルナンド 5I企（カスティー
リャ王フェルナンド2世）のアラゴン王即位により、新生「スペイン王国Jの一部をなすようになったも
のと見ることができる。次項も参照。
14 1492年時点では、もとナスル朝グ、ラナダ王国統治下にあったムスリムの残留は認められていた。
15 グラナダやアメリカ大陸におけるカスティリャ語化を中心とした言語政策について、安村〔2006］、 19附 36
頁。
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るようになるでありましょう〔括弧内は筆者による補足〕叱」

これは、カスティリャ女王イサベル lt止に対する献呈の場面でのアビラ可教の発言を引用

したものであると記されているが、ネブリハ自身も、この発言を「至雷」と評価している17。

ここから、ネブリハがカスティリャ語に文法（および正書法）を与え、カスティリャ語を

f正しく学べるj言語にしたのは、多民族統治のための必要性を認識していたからだとい

えよう。

以上で述べた 2つの意義から、『カスティリャ語文法』は、カスティリャ語を、単なる日

常の話し言葉ではなく統治のための言語として位置付ける上で、意味を持ったということが

見えてくる。もっとも、アルフォンソ 10世のカスティリャ語公用語化の持点で既に統治の

ための言語としてのカスティリャ語の地位が現れはじめていた。ネブリハの功績は、この

カスティリャ諾の地位をさらに確固としたものにするためのツーノレを提供したことにある。

(3）中央集権政策と雷諾

現在のスペインに該当する領域は、 15世紀末のカスティリャ王盟とアラゴン連合王国の

同君連合により形成された。さらに 16世紀において、スペインは、婚嫡政策などにより領

土を拡大し、特にフェリベ 2iまの時代には太陽の沈まぬ帝国を築き上げたと言われている。

その結果、スペインは、それまでのカスティリャ語醸に加え、多様な言語圏を包摂するこ

ととなった。しかし、スペインは、その拡大過躍において、領土に組み入れたヨーロッパ

の諸地方に対して、特権の付与という形で、その地域の法、慣習を尊重する方針をとって

いた。このことは、フェリベ 2世によるポルトガル併合にも見ることがでる。そのため、

スペインの王権の影響力は、カスティリャ地方を除くとそれほど、強力で、はなかったと考え

られる。また、地方は時に、中央政府の指示に対して、特権を居に対抗し、強い分権的性

格を維持しつづけた。このような悶家は、 f接合関家」 18と定義され、近世の盟家形態のーっ

として近年注目されている。

このような出家形態は、帝国が安定を保った時期には、適したものであった。しかし、

16世紀以降、フランスとの対立や、オランダの独立などにより、戦争が頻発するようにな

ると、財政や輩備など様々な点において問題が浮き彫りとなっていった。 17世紀初頭のフ

ェリベ 4世の時代には、カスティジャの法の各地域への適用や軍隊の統合による、中央集

権的な国家統合が試みられた。しかし、諸地域からの反発により失敗に終わり、さらには

カタルーニャ地方やポルトガノレの皮乱を招く結果となった。その後、諸地方との交渉に捺

して、政府は方針を転換し、地方の諸特権を尊重することとなった。

この時期の言語的な特徴としては、特定地方言語の宮廷言語化の動きがあげられる。こ

れは、フェリベ 2世によってマドリードが首都として選ばれ、定著したことにより、大規

16ネブリハ［1996］、 6］；￥［。
17 関上。

18複数の政体の緩やかな紐帯により構成される悶家。特に、スペインでは、フエロスとよばれる地方諸特

権の尊重がうたわれ、地方独自の法・慣習などが維持された。 Elliott[1992]. 

25 



模な宮廷の移動が行われなくなったことが要因であると考えられる。このことにより、政

治機能が一極に集中し、その結果として、カスティリャ語の権威が相対的に高まることと

なった190

また、同時代の隣臣、フランスにおいては、リシュリューやマザランなどの宰相を中心

として、中央集権的な国家が形成された。さらに、言語に関しては、リシュリューの指示

により、アカヂミー・フランセーズが創設され、フランス語の純化が闘られた200 一方、ス

ペインの中央集権化は、 18世紀初頭のスペイン継承戦争の後、ブェリベ 5t止によって新組

織王令（1707”16年）が発布されたことにより成し遂げられたと考えられている。なぜなら、

新組織王令によって、地方諸特権は廃止され、司法行政分野におけるカスティリャ語使用

の義務化が指京されたためである。さらに、 1717年には秘密司司令書が出され、王の代官ら

に対して秘密裏に、地方へのカスティリャ語浸透を指示した。また、 1713年には、フラン

ス語の流入に対抗するため、レアノレ・アカデミアが創設され、言語の純化・規範化が鴎ら

れた。その際、辞書鋪纂や正書法の確立が行われ、現在のスペイン語が形成された。後の

カノレロス 3世の時代には、 1768年の王令により、教育言語がカスティリャ諸に限定された210

以上のように 18世紀の一連の言語教策は、王権の強化と並行して行われ、王族・

聖職者などの支自己者）替の言語統一を果たしたと考えられる。しかし、新組織王令が定めた

のは、あくまで司法行政分野における強制であり、書き雷葉に限定される。また、 1768年

の王令による教育言語の摂定は、話し言葉をも含めたものであると考えられるが、教育制

度が発達していなかったため、民衆レベルにまで広がったとは考えにくい。そのため、カ

スティジャ語は、近世においては、王の言語としての地位は確立したものの、当時の民衆

の統一言語とは苦い難く、スペインは、ダイグロ、ンア状態22に陥っていたと考えられる。

第2節清朝下における

はじめに

本節の課題は、清朝下における について考察することである。なお、ここでの

「間語j とは、マンジュ語を指す。第 l項では、①清朝の f国語j の特徴、②マンジュ

と漢語の関係性に注告する。両者の関係について、宮崎市定は「満州諸は漢文に圧倒せら

れて、無残なる敗北を喫するの結果に終った23Jと評錨した。こうした評髄を再検討するこ

とが課題である。

第 2項では、清朝下における「漢語j の展開を「官話」に注話して考察する。この考察

19パーク［2009］、 13シ138ffil:。
20 向上、 208、225ffil:。
21 同上、 115、233頁；立石・中塚編［2002］、 19資。

22 ダイグロシアは、もともと C・ ファーガソンによって導入された概念で、ある言語共同体における間一
言語の社会的に低伎の変積と高伎の変穏の併用を意味していた。しかしカタルーニヤの場合のように、盟
家公用語口カスティリャ諮（公共・教育など）と地方問有言語口カタルーニャ諮（詞常生活など）に機能
的優劣がつけられた言言語社会状況に対しでも、使用されている。関・立石・中塚綿〔2008］、 338賞。
23 宮崎市定［1991〕、 321
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によって、清朝下の官話の広がりが、後の国語運動と密接に関係することが明らかになる

だろう。

(1）清朝下における「国語」

まず、マンジュ語について説明しておく 。1599年、太祖ヌルハチは、 モンゴ、ル語を用い

てマンジュ語を創出した。1632年、ホンタイジは、従来のマンジュ語に圏点を付け加えた。

それによって、マンジュ語は、ひとつひとつの単語の発音を正確に記述で、きるようになり、

表現能力を飛躍的に高めた。ヌルハチ・ホンタイジの在位期間中は、あらゆる文書がマン

ジュ語で記述されていた。つまり、マンジュ語は清朝の「国語」としての地位を確立した

のである。

ただし、注目しておきたいのは、清朝が他言語の使用を決して禁止することなく、容認

していたことである。では、なぜ清朝おいて、 他言語の使用を禁ずるフランスモデルの「国

語J概念とは異なる「国語J概念が登場したのだろうか。その理由として、ヌルハチが、

ジュシェン人・漢人・モンゴル人・朝鮮人などが交流する場で頭角を現したことが関係し

ていると考えられる。彼のこうした出自は、 他言語状況を当然とみなす言語観の形成につ

ながったと推測される。従って、清朝は、他言語の排除ではなく、他言語の並存を許容し

たのである。清朝の「国語」は、岸本美緒氏にならって「やわらかな国語」と呼ぶことが

できるだろう。

多言語が並存する状況下では、諸言語を使用する人びとの聞の意思疎通を円滑にするこ

とが重要である。そこで、康照帝は、マンジュ語辞書の編纂を命じた。1701年、 『御製清

文鑑』と呼ばれる辞書が完成した。これは、清朝の「国語」たるマンジュ語の解説に止ま

写真 l 『五体清文鑑』 （出典は註 24を参照）
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るもので、はあったが、他言語状況に対応する第一歩を歩み出したものであった。その後、

辞書編纂事業は継続され、 1794年、マンジュ語・モンゴノレ語・漢語・チベット語・ウイグ

ル諾からなる『五体清文鑑J（写真 1）の編纂が完了した240 この辞書の編纂により、

語間の意思疎通を容易にする作業はひとまず完了した。村田雄二郎氏は、清朝の雷語政策

を「異なる民族集団や政治状況に応じて、マルチに言語を使い分ける意図が少なくとも

報の最盛期には見られた。そうすることで、皇帝は天下統治の無限性・普通性を誇ろうと

した25」と評価しているが、妥当な評価であると言えるだろう。

しかし、上述した事態の裏側で、漢語の浸透が進展したことを見逃すわけにはし、かない。

順治帝期に、北京遷都が行われると、漢人支配の重要性が高まった。その結果、清朝の文

書はマンジュ諾と漢語の両方で作成されるようになった。漢文の利用機会が急激に増加し

たことにより、漢語とマンジュ語の翻訳が大きな課題として浮上したのである。 1651年、

そのような状況に対応するため、緒訳科挙が開始された。緒訳科挙とは、八旗貴族からマ

ンジュ語と漢語の翻訳を担当する官僚を選抜する制度で、あった。この制度は、何度か中断

があったものの、清宋まで存続した。しかしながら、漢人使用者が圧倒的多数を占める地

域を支配したため、顕治・藤照・薙正と皇帯が代替わりしていくたびに、マンジュ人への

漢語の浸透は進んで、いった。

このような事態を問題視したのが、乾龍平持で、あった。彼は、 「 であるマンジュ

を使用できないマンジュ人官僚の登場などに警戒感を抱いた。そこで「国語騎射j と呼ば

れる政策を行い、対策に乗り出した。具体的には、 「国語騎射」政策のもとで、漢語から

の音訳借用語を一掃した「欽定新新語Jを作成したり、翻訳科挙を再開したりした。ただ、

漢語の使用を禁止する政策をとらなかったことには留意する必要がある。また、乾峰帝の

頃までは、文書の満漢合壁が一般的で、マンジュ語を使用できることが地位上昇にもつな

がっていたので、マンジュ語が完全に放棄された訳で、はなかった。

状況が大きく変化するのは、嘉慶期から道光期にかけてで、あった。この時期に、マンジ

ュ語は影響力を著しく減少させていく。例えば、道光帯は、マンジュ人官員の「国語J能

力を調べようと、マンジュ語の試験を実施したが、半数以上が落第という結果であった。

つまり、清朝が入関して約 2世紀の聞に漢化が進展したのである。ここまでの叙述は、確

かに先に引用した宮崎氏の評価となんら変わるところがないと思われるかもしれない。し

かし、圧倒的な敗北を喫したとする評価は受け入れることができない。なぜ、なら、マンジ

ュ語は、清朝下において重要な位置を占めていたからである、以下、具体例を挙げて論証

していく。

第 lに、清朝では宮廷の公的言語がマンジュ語であり、このことは清末まで変わること

なく維持されつづけたという点である。例えば、宮廷内で、マンジュ人が皇帝に奉じる文

章はすべてマンジュ語で、あり、その他にも、国家儀礼や宮廷内の祭礼もマンジュ語で、行わ

24五体清文鑑の画像は以下のホームページで 2014年 1月 24日に閲覧した。
http://archive.wul.waseda.ac. /kosho/ho05/ho05一01928/hoOS01928一0001/hoOS一01928一0001一p0002. g 
25村田〔2000］、 6貰
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れていた。宮廷内で、のマンジュ語は、 「盟諸」としての地位を保ち続けたのである。

第 2に、皇帝の本心はマンジュ語の文書においてのみ述べられていたという点である。

例えば、ある事態に対する処理方針を記した文書でも、漢文で作成された文書には、皇子持

の本心が記載されず、マンジュ のみ、皇帝の真意が記されたのである。

第 3に、対外交渉の場においても、マンジュ語が継続して用いられていたという点であ

る。清朝は雷語簡において 2面外交を展開していた。すなわち、朝鮮などの従来の鞍寅閣

に対しては、 f漢文Jを用いて交渉にあたっていた。一方、内陸部やロシアに対してはマ

ンジュ語やラテン語を用いて交渉にあたっていた。 2言語の使い分けは欧米列強との交渉で

も同様であった。英仏諸冨l士、東南から中国に進出したために、漢語で応対していたのに

対し、ロシアとの交渉では、マンジュ語が長く使用され続けたのである。

しかし、外交交渉の場において、マンジュ語が用いられなくなる時が訪れた。 1901年の

北清事変の事後処理として結ばれた辛丑和約（北京議定書）である。北京議定書は、フラ

ンス語・英語・ドイツ語・漢語のテキストが用意されたが、マンジュ語の条文は存在しな

かった。おりしも、日清戦争に敗れた清朝内部では、西洋をそデノレとした国語の改革運動

が進められようとしていた。

こうして多操な雷語を排除することなく、共存させようとした清朝の「やわらかな国語」

は終わりを迎えた。以後、密洋モデ、／レの由語講iJ出が目指されてし、く。その際、注目された

のは「漢語Jであった。従って以下では、中国における「国語」の形成の前提となった清

朝下の漢語について考察していくことにしよう。
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(2）清朝における「北方官話」の優位性の確立一一「国語」の前提として

現在の中国では、複数の方言が広い範囲に分布している（図 1)。一方、多くの中国人は

官話と呼ばれる方言を話している（表 1）。し、かにして、一つの方言が多くの人々によって

話されることとなったのか。第2項では、その経緯を明らかにしたい。

なお、本項での検討の対象は「方言26」であり、「話し言葉jにおける地域ごとの差異27が

問題となる。一つの方言が圧倒的多数の人々によって話されるに至るまでの過程の検討が

ここでの目的である。

中国では古くから大きく分けて二系統の方言が存在している。

一つは先述した官話である。官話とは各王朝の宮廷において中国全土から集まった官吏

たちが用いた方言で、ある。宮廷の中でのみ話されていた方言であったが、長い年月の聞に

26 中国では春秋 ・戦国時代から方言の存在が認識されており、方言の収集 ・記録は周・秦の時代には行わ
れていたようである。

27方言を分類する際の基準として声調が用いられている。声調とは音の高低とイ起訴（つまる ・伸びる）を
分類したパターンのことである。漢字 1文字には対応する声調が 1つしかないことを利用し、声調におけ
る差異によって方言を分類している。なお、 声調は六朝時代の南斉 ・南梁の沈約（441～513）によって発
見されているが、現在の四声とは音声が異なる。
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方ロ系統 話者人口 通用地域 』蕗若壬

官話由、んm Manda「1「l3600万人 I ~じ＂＇、・天津・黒竜江省・吉林省・遼寧省 ・ j司 i
…一一一一一一一一一ー一一一一一一一l兆畳二河南盆二山烹貨と囚霊古の 昔日 I 

呉ロ 上海市、満江省の大部分、江蘇省南部、安徽下一

一一一一一一－ • .,. .• -..一一一一一貧南部および江西雀、遺墨貧企二部 一ー

害一 •• ~~.~.. f'.' 2 ？＿~万（中雪渓国南部豆Bア広？L秦省 建省広省南西部チ応ワ東中ン華省族東民自話且部治及区二Z三、Y函ツ」; 
中華人民共和国の福

大 間1un,1 Min 6000万人｜｜南部、ー海南土士省、満江 、
方 lガポ l仏、和国、マレーシア、タイ及び各国

十言 一一一一一一一一一一一 」傍贋・華人の一部 I 

方 湘lしよう｝ ×tan三z ：~600万人」： 湖広南西省チワ（西ン族北と自東治の区北一部部、を一除四川く｜〕省、の広ァ東昔日省－閤・j. 
言 広東省東部、福建省西部、江西省南部の山

客家＂~＂ 1.l' ' Hakka 3400万人l立ロ日「」分ー布するが、四川省、湖南省、広西チワ

ン族自治区、 海南．一省華人、j折一江一省一南一部一な一どの一一各一省←｜一一
一 一一…一一一 区渋海外の華僑匂
章貫｛かん｝ Gan 3100万人 j工西省中部および北部、湖南省東南部、福建

省西北部および安徽省・湖北省の部 I 

晋｛しんl Jin 4500万人1山自西治省区、の西阪西部省およの－北w部w.、南省j司ー北の省一部西一部、 内－蒙e 古」｜｜七北大方方語言にで属すはる

徽l芭｝ Hui 320万－~－r~~語望号：および；tft江省、江西省の安徽省 ［ち大方言では 一
_J.，，，隣接ーする地I或 呉「屠する

平話川相 Pinghua 200万人広西チワンE泊 j台庄の桂問、言南寧iこかけて同大方言iせは
の農村部 署に属する

表1 現在の中国語の話番人口｛SRラムゼイ蓄／高回目幸雄訳，1990の記述をもとに作成）

様々な王朝が中国の南北を移動 したため、北京周辺から中国南部にかけての広大な地域で

官話が話されるようになっていった。官話は各地域に拡大し、土着方言の影響を受けて変

質していったものの、それぞれの聞には意思伝達を大きく阻害するほどの差異は生じず、

官話同士で、あれば意思の疎通が可能で、あった。

また特に多くの話者をもっ官話として、北京を中心に、マンジュ語の文法・語嚢の影響

を強く受けた「北方官話Jと、南京を中心に流通し、かつての首都で通用していた点で正

統な官話と認知されていた「南方官話j が挙げられる。南方官話は明朝期より正統な官話

とされていたが、清朝の首都が遼寧省の盛京（1636年～1644年）、後に北京（1644年～1912

年）におかれたことで、政治・文化の中心が中国北部へ移動していった。そのため、北方

官話が次第に優勢となっていった。

もう一つは、諸方言の体系として把握される。広東省など中国の南部を中心とする、「郷

談」と呼ばれる方言群である。郷談は官話と異なり相互のコミュニケーションが困難であ

り、 1716年に完成した『康照字典』では「郷談量但分南北、毎郡相隣便不「司j 28とされてい

る。訳すれば、「郷談はただ南北で分かれているだけでなく、隣り合わせの郡同士ですら同

じではなしリということである。

つまり、官話と郷談の話し言葉としての決定的な違いは、意思の疎通の可否にある。郷

談は近隣の地域で、あってもコミュニケーションが著しく困難であったために、中国南部を

残して、多くの地域で官話が主要な方言となっていった。

一方で、清朝期に中国を訪れた外国人たちは、中国語を学ぶ際に、どの方言を学習対象

として位置づけたのだろうか。なお、ここでの外国人とは、①清朝期以前から度々来華し

ていたキリスト教宣教師、②19世紀中葉以降の清朝後期に来華した外交官、といったヨー

ロッパの人々である。こうした人々は、ヨーロツノ号から来華する際、地理的な関係、から中

28 内田［2001J、324頁参照。
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臨南部の広東省や揺建省に上陸することが多かった点も留意すべきである。

来華の早い例としては、 16世紀のドミニコ修道会を端緒とするカトリック系宗派の宣教
師が挙げられる。彼らが中国住民へ布教するに探しては、現地の住民に聖書の内容を伝え
ることが求められた。そこで、現地の方言、すなわち中国南部に分布する郷談の学習を行
った。しかし、カトリック系宗派の中では、聖書を世俗的な現地語に読み替えることに大
きな抵抗があり、翻訳などが盛んに行われることがなかった。宣教師が「個人j として現
地の方言に堪能となる程度にとどまり、組織的な語学学習・研究が盛んになることはなか
った。また、清朝側もま教師の言語習得を否定的に捉えていたことも大きく影響していた。

しかし、 19世紀中葉頃を境にそういった状況にも変化が生じる。第一に、プロテスタン
ト系の宣教師の来華が増加したことである。プロテスタント系の宣教師たちは、カトリッ
ク系宣教師と異なり、聖書を現地の方言に翻訳し、語学学習や研究に積樺的であった。
第二に、外交関係が構築されたことで増加しつつあった来華外国人の行動範聞の拡大で

ある。従来、広範な地域では活動できなかった外国人宣教師で、あったが、 1842年の南京条
約、 1858年の天津条約、 1860年の北京条約の締結によって、外国人たちは、上陸地点であ
る中国南部から、内陸部や北部へと活動範囲を広げていった。宣教師たちの布教地域の北
に伴い、彼らの学習する言語も官話が主流となっていった。

注意すべきは、この時点では宮話が郷談を抑えて学習言語の主流となったということで
ある。すなわち、時世紀中葉の時点では、北方官話と南方官話のどちらもが学習言語とな
っており、どちらかの官話が優位な方言であるといったことは窺えない。

しかし、イギリス人外交官であるトマス・フランシス・ウェイド（ThomasFrancis Wade 
1818？～1895）の登場により中国語の学習状況は大きく変化していく。

ウェイドは、 1842年にイギリス陸軍士宮として来華した。個人で中国語を学習していた
ということもあり、 1845年に通訳へ転身し、 1853年に上海副領事となり、 1871年には全権
公使となった。その後、 1883年に退職し帰国、 1895年に死去した。

同時雄氏によれば、「ウェイドはかなり早い時期から、中国外交の鍵は、軍艦による威
嚇ではなくて、互いの文化の理解の上に築かれねばならないという考えを持っていたが、
この頃、イギリスの在中閣外交圏の言語教育についてのプロジェクトをしきりに主張する
ようになるJ29のだとしづ。ウェイドは外交官に転身して以降、多くの外交官向けの語学学
習テキストを作成した。その中で最も大きな影響を与えたのは、 1867年に完成した
自適集』である。これは、それまでのテキスト作成の経験を結集したものといえるが、そ
の特徴として次の二点が挙げられる。

第一に、このテキストが中国語の例文として北方官話を採用したことである。これには、
ウェイド自身の勤務地が大きく影響している。 1858年の天津条約によって、各国は北京に
公使館を置くことができるようなった。ウェイドも北京の公使館で長年勤務しており、そ
こで詔常的に慣れ親しんだのが北方官話であった。さらに、ウェイドが北方官話話者から
中国語を学んだことも大きな要悶と考えられる。

29高田［2001］、 130頁参照。
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第二に、『語言自題集』がイギリスだけでなく各国の外交官の中関語学習テキストとして

広く用いられた点である。鱒j翠彰夫氏が明らかにした明治初年の日本における『語言自題

集』の普及過程では、明治 9年に政府が官立東京外国語学校に招いた中国人語学教官によ

って店苦言自適集Jが導入され、学生たちは筆写して使用したという 300

以上のような経緯を経て、外交官など来華外国人の中で、学習言語として北方官話が広

く認知されることとなった。

最後に、本項の内容を簡単にまとめておこう。清朝内では、首都が所在していたことも

あり、従来の南方官話から北方官話へと方言の主流が移りつつあった。さらに、中田を訪

れた外国人も『語言自遜集』での学習を通じて、学習すべきは北方官話であるという認識

が浸透していった。

このような北方官話の優位性の確立について、高田氏は「民園が成立してのち、間膏の

標準問題で、同じ五聾鵠系をめく守って喧喧誇誇たる議論が繰り蹟げられることになるが、

賞はその頃にはすでに北京語の勝利は閣際的には決定されていたので、ある31」と評価してい

る。つまり、中国内部と向様に、外国人たちにとって中国語とは北方官話以外にはありえ

ないという認識が共有されていったのである。その内外の認識が、「国語Jにおける「話し

は北方官話である、という認識へとつながっていくのである。

第 2章国民国家形成と「韻語」

第 1節 「国民国家j スペインと言語状況

(1) 19世紀「国民国家Jの形成

ヨーロッパでは、フランス革命からナポレオン戦争期を通じて、各国で国民主権の思想、

が広まり、国民形成あるいは統合が行われる中、その手段のーっとして酉語形成が行われ

た。従来、そのモデルケースとしてはフランスが取り上げられてきたが、スペインのケー

スと比較した場合、どのような相違点が存在したのかということを考察していきたい。ス

ペインにおける国民形成の契機としては、 1808年からのナポレオンの侵略に対する抵抗運

動が挙げられる。その抵抗運動の中で、国民意識が芽生えたとされ、後のロマン主義以降

この抵抗は、スペイン独立戦争として語られてきた。しかし、近年の研究において、この

抵抗は、スペイン国内の各地域が個別に行ったものであり、当時は反フランス戦争と定義

されていたとの主張が存主している32。このような見解を踏まえると、スペイン独立戦争が

「スペイン盟民j の形成に果たした役割は、従来の想定より小さかったのではないかと考

えられる。そこで、当時のスペイン国内の諸地域において国民意識が存在したのかという

30鱒津〔1988］、 147頁参照。

31 高田〔2001］、 141頁参照。

32 立石［1993〕、 105-117頁，立石口996］、 157-184
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ことに関して、 1810年に開催されたカディス議会と、そこで 12年に制定されたカディス憲

法に注目し、考察してみたい。

カディス議会招集の経緯としては、ナポレオンのイベリア半島侵略による国王の退位と、

その後のナポレオンの兄の国王即位によって政治権威が失われる中、フランスによる支配

に反発する集留がカディスに集まり、議会を開いたとされる。この議会には、幾つかの例

外は存在するものの、植民地を含むスペイン帝菌の各構成地域から代表が派遣された。そ

こでは、フランス憲法を意識したカヂィス憲法が制定され、これは後のスペインの憲法の

模範とされた。その条文においては、全ての臣民が由民として定義され、また国民主権が

規定されていた330 しかし、フランスとの相違点として、公用語に関しては触れていないこ

とが挙げられる。

では何故公用語に関する規定が存在しなかったのかという問題に対して、当時の諸地方

の雷諾意識から考察をしてみたい。そこで、まずカタノレーニヤ代表議員で、あったカプマニ

ィという人物の発言を取り上げる。彼は、代議員が「由民Jの代表で、あって、「あれこれの

地方」の代表ではない。しかし、「これらの小さな諸国民から偉大な由民が構成される」と

の発言を残している。この発言から、まず、彼が、近代的な国民の意識を持っていたこと

がうかがえる。しかし、同時に彼は、その由民というものが、諸地域の国民から成り立っ

ているとも発言しており、これはスペインの各地方のそれぞれが持つ一体性の尊重を主張

していると考えられている。しかし、司法行政・政治蓄語に関しては、スペイン語、つま

りはカスティリャ語に統ーすることへの異議は述べていなし列。また、極端な例としては、

カタルーニヤ人のプチプランという人物が挙げられる。彼は、 f国民のなかの他の人々と新

しい諸制度のもとでますます緊密な粋を作り上げるには、地方語を放棄する必要があるj

と述べており、国民出家形成のために、単一の国語を制定するよう主張している350 彼らの

発言を、諸地方の総意としてとらえることには問題が残るものの、次の 2点のことが言え

ると恩われる。まず、近代的な国民意識が既に存在していたということ、そして、少なく

とも司法行政・政治言語に関しては、スペイン語への統ーを認めているということである。

しかし、憲法において公用語の規定が存在していなかったことから、地方言語の放棄に関

しては反発が存在したことがうかがえる。つまり、スペインにおいては、フランスと同様

に国民国家形成以前に「王の話す言語j とされてきた言語が、菌語へそのまま移行したも

のの、フランスと異なり民衆レベルで、の雷語統一は行われず、それ以前からのダイグロシ

ア状態が維持されたということである。

また、 1830年代より、ロマン主義の影響を受け、文芸復興運動が盛んになると、「文化言

語j、つまり文学作品上の書き言葉としての諸言語の復興が盛んに主張されるようになった。

40年代にはカタルーニャにおいて文学活動が活発化し、「花の宴j とよばれるコンクールも

聞かれた。しかし、この運動に関しては、あくまで文学者など一部の層に限られたもので

33池田〔2000〕、 87”113賞。

34 ft石・中塚編［2002］、 20真。
35 同上。
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あり、民衆レベルまで広がった運動で、はなかった。ところが、 50年代以降になると、地域

ナショナリズムの高まりと結び付き、ガリシアやカタノレーニヤ地域では国語への反発が強

まることになった360 中央政府は、この動きに対して、 1857年モヤノ教育法を制定し、教育

におけるカスティリャ語への限定を再び指示するも、抑えることはできず、後の 1932年に

はカタノレーニャの自治憲章において公用語としてカタノレーニャ語が加えられることになっ

た370

(2）スペイン・ナショナヲズムと地域ナショナリズム

18世紀半ば以降高まりつづけた地域ナショナリズムは、スペイン内乱を経た後のフラン

コ政権の誕生により、厳しい弾圧にさらされることとなった。フランコ政権期においては、

イスパニダー（＝スペイン精神）とよばれるカトリック両王時代のような栄光ある時代に

回帰しようとする動きが高まり、国家カトリシズムとの結び付きが強められた。その捺、

言語面においては、以前の流れに皮して、カスティリャ語が帝閣の雷語として位置付けら

れ、それ以外の地吉語の弾庄が行われた380 しかし、この強力な言語統一化も、フランコの

死によって独裁が終了したことで、終鷲を迎えた。

現代スペインは、地図（図 2）で示す通りの多言語国家であり、最も使用人口の多いカス

ティリャ語のほかに、カタノレーニャ語、ガジシア語、バスク語などの少数言語が存在する。

このうち、カスティリャ語は、国家の公用語としての地位を憲法上与えられており（現行

スペイン憲法 3条町、名実ともにスペインの国家語となっているが、同条 2項40によれば、

その他のスペイン諸語41も州ごとに自治憲章により公用語の地位を与えられるとされてい

る。

もっとも、どの州が、何語を、州公用語として定めるかについては自治憲章に委ねられ、

憲法上その地位が明記されているのはカスティリャ語だ、けであり、カスティリャ語の優位

性がポされているようにも思われる。しかしこの制度は、アラン語のような使用人口が数

千人規模の少数言語421こ公用語となる道を開くものでもある。フランコ時代を除き、強力な

国語統一がなされてこなかったスペインの特徴を象徴しているともいえよう。

以上により、臨民間家形成以降のスペインにおける国語形成は、主権国家の統一言語か

らの移行という点において、フランスとの類似性を見出すことはできる。しかし、国語の

36 向上、 107凶 108頁0

37 向上、 127剛 134頁0

38 向上、 49・53

39現行憲法3条 1項前段は、“Elcastellano es la lengua espafiola oficial de! Estado. （カスティリャ語は国家の

公舟スペイン語である）”と定めている。 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229(2013年 12

月26日取得）を参照。

40条文は前掲ウェブページ（向日取得）にて参照した0

41原語ではlasdemas lenguas espafiolasとなる。

42 htゆ：／／www20.gencat.cat/docs/Llengc幻/Documents/Altres/ Arxius/aran _ cens.pdf (200 I年のアラン語に関する統

計資料。 2014年 1月25日取得）は、務千古い統計であるが、 2001年時点で、アラン語を「理解するJ人

は6721人、「話すことができる」人は4700人、「書くことができる」人は 2016人にとどまることを示して

いる。アラン諾はカタノレーニャの外｜公用語の 1つである。
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民衆への普及、特に話し言葉に関してはフランスと異なり、地域意識の根強さにより妥協

せざるを得なかったと考えられる。この地域意識の根強さは、現在の言語的多様性の容認

にも影響を与えていると考えられるが、その要因は、国民国家形成以前の、主権国家とし

てのスペインの成り立ちに求められると思われる。つまり、その成立期からの分権的な性

格が、国語形成の過程に対して影響を及ぼした。その結果、スペインでは、フランスとは

異なり、多言語を容認する状況が現在もなお続いているのである。
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図2 現代イベリア半島の言語地図 （出典：坂東［2013］、32頁）

第 2節 清末から中華民国期における国語運動一一注音を手がかりに

はじめに

中国の国語といえば、必ず言及しなければならないのが国語運動である。中国が国民国
家の樹立を目指して努力していた最中、その一環として決して無視できない国語形成過程

の中で、重要な国語運動を取り上げて紹介したい。この国語運動の分析を通じて、当時の

歴史情勢の一端も理解できる。

「言文一致」と「国語統一」とし、う二つのスローガンを掲げた国語運動は、清末から始

まった。国語運動は様々な分野で進んでいたが、本節では国語運動における文字と深く関
わっている注音運動を取り上げて紹介したい。

本論に入る前に、まずは注音について説明しておきたい。注音とは、文字の読み方を符

号で表すことである。そして本節で紹介する国語運動は、清末から中華民国にかけての三
十数年間行われていた。なお、ここでの中華民国期とは、 1949年までの民国期を意味する。

中国の国語運動は清末に幕を開けた。繋錦照の『国語運動史綱』は、この運動がおこな

われた動機を論じている。それによると、日清戦争の敗戦が、中国の志士仁人の愛国心を
増大させた。国を強くするために教育の普及が必要だと多くの人々が考えるようになった。
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かかる背景下で国語運動も開始されたのである。

中国語の国語の形成過程において、最大の問題の一つが発音の統ーである。中国の漢字

は、言語学上は表意文字と定義され、書くことで交流することができるのが特徴の一つで、

ある。この理由で、発音の問題は、書き方の問題ほど注目されてこなかった。また、中

の領域の広大さに、山地など地教学的な要素も加わり、中国語方言の地域偏差が外国語ほ

ど大きいとしづ現象が生まれた。人々の交流において、発音の相違による交流の不便とい

う開題をどう解決するかが、大きな課題で、あった。この課題について多くの有識者や組織

が積極的に取り組んで解決しようとした。この中から、本節では切音字、注音符号、

ローマ字を具体的に取り上げて分析していきたい。

(1）切音字運動

最初に、切音字を取り上げる。切音字は、中国の言語学者たちにより、近代盟語運動の

発端と見なされている。切音字の誕生は、 1890年代に遮る。その頃、中国社会がアへン戦

争、日清戦争を経て多大なショックを受けたと同時に、有識者の中にはヨーロッパと日本

に視線を向けて国を救う道を模索する人もいた。国を救うために、民の知恵、を啓蒙する必

要があるという意見も出された。その結果、漢字が難しいため民の知識習得が阻害されて

いることに、一部の有識者が気づいた。英語のアルファベットや詞本語の片仮名、平仮名

のように、話し言葉通りに書ける文字を作るとしづ提案が清末にだされた。特に日清戦争

後、この提案が多くの支持を得るようになった。

19世紀末、英語が堪能な福建省の虚慈章が欧文と中国語を比較し、以下の結論を出した。

漢字の部首が 214個もあることと比べて、欧文の場合は字母が数十しかない。漢字の字体

が数十もあるのに対して、欧文の場合は大文字と小文字の二種類しかない。漢字の画数が

多い一方、欧文は画数が少ない。漢字は総数が 4万ぐらいもあるが、欧文の場合はアノレブ

アベットさえ覚えれば単語を書くことができる。これらの理由から、中閤語の切音字を作

る重要性を明らかにした。 1892 年の虚懇章による F一目了然初階~ （鴎 3）の出版を初め、

およそ 27種類の切音字の方案が多くの人々によって提起された。
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20世紀に入ると、民族主義が中国で急速に拡大し、国語の統ーによって民衆の愛国心を

育むという意見も普及した。そのため、「書同文」（同じ体系に属する文字一一ここでは漢

字を指すーーで文章を書く）という中国の伝統的な原則の一つを破った切音字は、厳しい

批判を浴びた。方言説音字が国家分裂の危機をもたらすと批判され、官話説音字に対して

も非難が向けられた。この時期、歴史上で漢字が国家統一において果たした役割が注目さ

れ、「文字によって言語を統一する」としづ意見が主流になった。これを機に、切音字は文

字と扱われず、ただの標音記号とみなされるようになった。切音字運動は国語運動の先駆

けと見なされている。しかし、この切音運動は 「言文一致」の範囲内で進められたのであ

り、「国語統一Jに寄与したわけで、はなかった。このこと最終的に運動が失敗した理由の一

っと考えられる。

(2）注音符号と国音ローマ字

前述のように「文字によって言語を統一する」という原則が設定された以上、国語統一

において、各地域の異なった発音を統一することが緊要な問題になった。そこで、中国の

多くの方言の中から、どの方言の発音を国語の基準にするかが最大の問題として現れた。

官話と広東語などいくつかの候補が挙げられたが、第 l章の第 2節で言及したように、 1青

末から北方官話が大きな影響力をもつようになっていたため、最終的に北方官話の中の北

京語音が国語の基礎語音に選ばれた。これを前提として、注音も進展した。注音について

ここで紹介するのは、注音符号と国音ローマ字で、ある。注音符号一一音を表すものーーの

制定に関して、 三つの機関を紹介する。
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まずは読音統一会である。 1913年 2月、読音統一会議が北京で行われ、全ての漢字の発

を審定することと字母の選定が会議の主な課題として定められた。三ヶ月かけて、各省

の代表たちは 6500個の漢宇の読音を確定した。それに加え、注音字母 39個を選定した（割

引。ここで、選定された注音字母を詳しく紹介する。 39髄の注音字母が古代漢字の中から

選ばれ、漢字の筆画式という書き方で書かれ、音節は、声母・韻母と声調の三つから構成

されることになった。注音字母は漢字の読み方を示すだけのものであり、文学として使わ

ないことも明確に定められた。しかし、哀世凱による一連の反動的な動きや第ニ革命の勃

発など政治情勢の変動、および察元培が教育部長を辞任したことによって、注音宇母の方

案は直ちには公布されなかった。
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1916年、表世凱による帝政が滅ぼされ、共和政が復活したことを背景に、察元培たちは

盟諸研究会を設立し、注音字母を実行させることに努力した。このような様々な努力によ

って、注音字母が選定された 19日年から 6年も経た 1918年に、注音字母の方案が教育部

によって正式に発表された。さらに、国語研究会のメンバーたちは、同会の決定を実行さ

せるため、 1919年に政府の教育部に付属する国語統一審備会を設立した。 1920年から、全

開小学校の教科書には、漢字に注音字母を付け加えることが規定された。 1930年 4月、国

民党中常会第 88田会議で、注音字母が漢字と併存する文字ではないことを強調するため、

異稚昨の提案によって注音字母から注音符号へ呼称が改められた。国語統一簿備会が果た

したもう一つの大きな役割は、 f新国音jの設定で、あった。 1913年の読音統一会議で、

は「北京語音を基礎に、南北の発音双方に気を配るj としづ原則が定められていたが、実

際にこのように発音できる人々がいなかったため、実行できなくなってしまった。多くの

検討を経て、満州事変と第一次上海事変の後、 1932年に F国音常用字葉』が教育部によっ

て出版された。これによって、北京語音が国音の標準に定められたことは重要な意味を持

っている。

注音符号が中国社会で正統な地位を占めていく中で、五回運動以降、国語ローマ字運動

も徐々に盛んになった。欧文と接触してきた有識者たちはローマ字を高く評価し、積極的

にその普及に努力した。 1928年 9月、『国語ローマ字ピンイン法式』が発表され、「国音字

母第ニ式Jとして、国音字母と問時に実行させることになった（鴎 5）。この国語ローマ字

方案は、ラテン字母26個を採用した。しかし、この方案は自民政府に非難され、当特はあ

まり影響を持たなかった。とはいっても、国語ローマ字の出現は、中国語の注膏運動が注

音符号の段階からピンインの段階に入りつつあることを意味した。国民政府は菌語ローマ

字に対して、 1938年 3丹まで、一貫して否定的な態度を取っていた。その後共産党と国民

党の関係が悪化する中で、この運動も停滞に陥ってしまった。
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図5 『歯音字母』表（出典：禁［2011］、 206

国音字母表は第一式投音符号（！日称注音字母）と第二式

『国語ローマ宇ヒ。ンイン法式』を含む。
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現在の中国で通用している漢字のピンインが定められたのは、中華人民共和国成立後の

ことである。国語運動には含まれていないが、ここで少し言及しておきたい。 1950年代、

中国文学改革研究委員会がいくつかの漢字の注音方案を出したが、最終的に委員長が毛沢

東に提案し、許可を得た上で、ラテン字を採用することが決定された。

国語運動では、注音ほか、簡体字、白話など多くの分野で改革が進んでいた。そして、

時には状況に応じて接数の分野の融合も進んだ。本節が論じた注音だけでも、この運動は

政治、文化、教育など多くの分野と関係しており、旧勢力の抵抗や批判に誼面したことも

あった。本節を通じて、菌語運動、あるいは言語分野における中国の情況はし、かに複雑だ

ったか、実態は如何なるものだ、ったか、その一端を究明できれば、本節の目的は果たされ

たといえよう。

最後に、本節の内容を簡単に要約しておく。第一に、中国の国語運動は、実にその開始

期から、常に中出内外の’情況に在右されていた。切音字、後に注音符号と呼ばれた注音字

母、国語ローマ宇などの誕生や消滅の背景には、当時の複雑な歴史的情況があったのであ

る。第二に、中国の由語運動は、様々な機関による推進、上から下への普及の試みであっ

たことが一つの特徴といえるだろう。

おわりに

本稿で述べてきたことをスペインと中田に分けてまとめておこう。

カスティリャ語は、西欧諸国語の中では非常に早くに国家語化を達成した言語である。

その一方で、関語（国民語）としての地位確立は必ずしも平くない。現代においてもなお、

カスティリャ諾は「スペイン国民j にとって、排他性を有する唯一の言語とはなっていな

い。前述したとおり、州ごとの事情に芯じてカスティジャ語以外の言語を併存させること、

すなわち、「スペイン国民」の構成員がカスティリャ語以外の言語を使用することは、憲法

上認められているからである。盟諸の定義において「排他性」をキーワードと考えるので

あれば、スペインには f国語j が成立しなかったとさえいえる。

これは、スペインにおいて、国家とことばの関係を規定するものとして、主権国家、あ

るいは多言語帝盟の形成が、国民国家形成以上に大きな意義を持ったということから生じ

た現象である。由民国家形成を大きな要素として扱うフランスモデルでは語りつくせない

国家とことばの関係が、それもフランスと深く関係しあっていたはずの隣国に存在したこ

とを明らかにできたといえよう。一方、清朝は、多言語状況であった点でスペインと共通

する。しかし、スペインにおけるカスティリャ語のような形で「国家語化」を果たした

語は存在しない。確かにマンジュ語は、一定の地位を獲得してはいたが、排他性を持つに

は査らなかった。しかし、清朝の官僚達の間では、互いの意思疎通を円滑にするための、

官話が用いられていた。多言語状況においても、共通理解を容易にするための言語が存在
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していたのである。

由民国家建設が中国国内で目指されると、「国語j の形成が課題となった。その際、宮話

が言語統ーという観点から重視され、その中でも北方官話が国語の基礎となった。しかし、

中国における居語の創出は、表意文字である漢字の影響を大きく受け、文法ではなく、発

音が問題となった。そして発音をどのようにして統一するかが重要な課題となり、様々な

手段が模索されることになった。こうした模索は 20年以上も続き、現在のピンインが使用

されることでようやく一段落を迎えることになった。しかし、現在でも中国国内での方雷

の差異は著しく、言語の分裂状況は現在もなお続いている。

本稿は、「国語J形成がフランスモデルでは語りつくせないということを明らかにした。

国民国家形成の過程は、それぞれの菌の歴史的特質に影響され、モジュールとしての「由

民国家」は、共通性と独自性を持つことになる。「国語」形成も、こうした両記に留意しつ

つ考察を深め、「国語」の特徴を検討していく必要があるだろう。
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